
熊本県子ども医療費助成事業補助金交付要領 

 

 （趣旨） 

第１条 知事は、子どもの疾病の早期治療を促進し、その健康の保持及び健全な育成と子

育て支援を図るため、子どもの医療費の一部負担金に対して市町村が助成した場合にお

いて、当該市町村に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとする。 

２ 補助金の交付については、熊本県補助金等交付規則（昭和５６年熊本県規則第３４号）

及び熊本県健康福祉補助金等交付要項（以下「要項」という。）に定めるもののほか、

この要領に定めるところによる。 

 

 （定義） 

第２条 この要領において、次表の左欄に掲げる用語の意義は、それぞれ同表右欄に定め

るところによる。 

子 ど も 

 

（通院の場合）小学校就学前まで（満6歳に達する日以後の最初の3

月31日まで）の者 

（入院の場合）中学生まで（満15歳に達する日以後の最初の3月31

日まで）の者 
 
 
 
  
 医療保険各法 
 
 

 

 
 次に掲げる法律 
(1) 健康保険法（大正１１年法律第７０号） 
(2) 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号） 
(3) 船員保険法（昭和１４年法律第７３号） 
(4) 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号） 
(5) 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号） 

(6) 私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号） 
 
 
  医 療 費 

 

 

 医療保険各法に規定する保険給付の対象となる費用（入院時食事療

養費及び交通事故等により第三者からの賠償として支払われる医療費

を除く。） 
 
   
 一部負担金 

 

 

 医療費から医療保険各法の規定により給付される療養費を控除した

額（入院時食事療養費、高額療養費、附加給付金及び他の法令等の規

定により公費負担金がある場合は、その額を控除した額） 
 

 

 市町村民税 

 非課税世帯 

 

 

 

 

  保険給付があった月に属する年度（当該保険給付のあった月が４月

又は５月の場合にあっては、その前年度）において、市町村民税（地

方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による市町村民税をいう

。）が同法第２９５条の規定により、助成対象となる子どもの属する

世帯の世帯員すべてについて課されていない世帯 

 

 
 （対象経費及び交付額の算定方法） 

第３条 補助金算定の対象は、毎年１月から１２月までの間における市町村の助成決定分

とし、補助金交付額は、要項別表の第２欄に掲げる補助対象経費の支出額から寄附金そ

の他の収入額を控除した額と市町村助成支出額とを比較して少ない方の額に、補助率を

乗じて得た額とする。ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合には、これを

切り捨てるものとする。 

 



 （補助金の交付申請） 

第４条 要項第３条第１項の申請書は、別途知事が定める期日までに提出するものとする。

ただし、やむを得ない事情により期限までに提出できないと認められる場合、別途、期

限を定めるものとする。 

２ 要項第３条第２項第１号の事業計画書は、別記第１号様式によるものとする。 

３ 要項第３条第２項第３号のその他必要とする書類は、次のとおりとする。 

 (1)熊本県子ども医療費助成事業補助金所要額調書（別記第１号様式の２） 

 (2)医療費補助に関する条例、規則等の写し 

 (3)その他参考となる資料 

 

（事業の内容等の変更） 

第５条 要項第５条第２項の事業変更計画書の様式は、別記第１号様式を準用する。 

２ 前項の事業変更計画書に添付する熊本県子ども医療費助成事業補助金所要額調書の様

式は、別記第１号様式の２を準用する。 

 

（申請の取下げ） 

第６条 要項第６条の申請の取下げをすることのできる期間は、交付決定の通知を受けた 

日から起算して１０日を経過した日までとする。 

 

（実績報告） 

第７条 要項第９条第２項第１号の事業実績書は、別記第２号様式によるものとする。 

２ 要項第９条第２項第３号のその他知事が必要と認める書類は、次のとおりとする。 

  (1)熊本県子ども医療費助成事業補助金精算額調書（別記第２号様式の２） 

 (2)その他参考となる資料 

３ 要項第９条第３項の実績報告書の提出期限は、交付対象事業の完了の日から起算して

３０日を経過した日または３月３１日のいずれか早い日とする。 

 

 

      附 則 

  この要領は、平成２４年７月２４日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。 

 

  附 則 

この要領は、令和２年７月２２日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

 

附 則 

 この要領は、令和４年６月２８日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

 

附 則 

 この要領は、令和５年５月１０日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

 


